
東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領 

 

平成３１年４月１日制定 

令和元年８月２７日改正 

 令和元年１０月２５日改正 

令和２年４月１４日改正 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に労働者の確保や 

 建設資材の調達を計画的に行うことができる余裕期間を設定した工事を実施するにあた 

 り、必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 用語の定義は次のとおりとする。 

 (1) 余裕期間 

    契約締結（予定）日の翌日から工期の始期の前日までの期間をいう。 

 (2) 通常工期 

    通常の積算により算出した工期をいう。 

 (3) 全体工期 

     通常工期と余裕期間を合わせた期間をいう。 

 (4) 実工期 

    全体工期内で、実際に工事を施工するために必要な期間（準備期間と後片付け期 

   間を含む）で、契約上の工期をいう。 

 (5) 工期の始期を選定する期限日 

    発注者が指定する、受注者が工期の始期として選定できる期間の末日をいう。 

 (6) 完了期限日 

    発注者が指定する工事完了の期限であり、全体工期の末日をいう。 

 (7) 工期の始期 

    実工期の始期をいう。 

  (8) 工期の終期 

    実工期の終期をいう。 

（対象工事） 

第３条 建設工事のうち、発注者の判断により余裕期間を設けることが有益と認められる 



 工事を対象とする。 

（余裕期間制度の方式） 

第４条 発注者の判断により以下のいずれかの方式を設定するものとする。 

 (1) 発注者指定方式 

    発注者が工期の始期を指定する方式をいう。 

 (2) 任意着手方式 

    発注者が示した工期の始期を選定する期限日までの間で、受注者が工期の始期を選 

   択する方式をいう。 

 (3) フレックス方式 

    発注者があらかじめ設定した全体工期の内で、受注者が工期の始期と工期の終期を 

   決定する方式をいう。 

（余裕期間の設定） 

第５条 発注者は、余裕期間を通常工期の４０％を超えず、かつ、５か月を超えない範囲 

 内で設定するものとする。ただし、災害復旧工事については余裕期間の範囲を超えて設 

 定できるものとする。 

（工事費の積算） 

第６条 工事費の積算は、契約締結（予定）日の翌日から直ちに着工する工期を基準とし 

 た積算方法により行うものとし、通常工期を超えた期間に係る積算上の割増しは、行わ 

 ないものとする。 

（技術者等の配置） 

第７条 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者及び現場代理人（以下「技術者等」とい 

 う。）を配置することを要しない。 

２ 主任技術者又は監理技術者の配置に係る要件は、工期の始期時点において満たしている 

 ものとする。ただし、所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する 

 一定の権利義務関係は、開札日前までに連続して３か月以上存在するものとする。 

（工期の始期に技術者等を配置できない場合の取扱い） 

第８条 受注者の責めによる事由により、工期の始期に技術者等を配置できない場合、発 

 注者は、東広島市建設工事執行規則（平成１０年２月１０日規則第４号。以下「規則」 

 という。）第５４条第２号の規定により、契約を解除することができるものとする。 

２ 受注者の責めによらない事由により、工期の始期に技術者等を配置できない場合の取 

扱いは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（工期の始期までの現場管理等） 

第９条 工期の始期までの現場管理等の取扱いについては、次のとおりとする。 



 (1) 余裕期間内の現場管理は、発注者が行うものとする。 

 (2) 受注者は、余裕期間内に資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、 

  仮設物の設置等、工事の着手（測量等、現場作業が伴うものを含む。）を行ってはなら 

  ないものとする。  

（契約の保証） 

第１０条 契約保証は、余裕期間の利用の有無にかかわらず、契約締結日の翌日から工期 

 の終期までを対象とする保証を付さなければならないものとする。 

（前払金の請求） 

第１１条 受注者は、規則第４４条第１項の規定にかかわらず、工期の始期以降でなけれ 

 ば、発注者に対して前払金の支払いを請求することができないものとする。 

（発注者指定方式の取扱い） 

第１２条 第４条第１号の発注者指定方式の取扱いについては、次のとおりとする。 

 (1) 発注者は、全体工期、工期の始期及び工期の終期をあらかじめ定め、入札公告等に 

  よりこれを明示するものとする。 

 (2) 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議 

  の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとす 

  る。この場合、受注者が当初の余裕期間を利用することにより生じる経費は、受注者 

  が負担するものとする。 

（任意着手方式の取扱い） 

第１３条 第４条第２号の任意着手方式の取扱いについては、次のとおりとする。 

 (1) 発注者は、全体工期、工期の始期を選定する期限日及び通常工期をあらかじめ定め、 

    入札公告等によりこれを明示するものとする。 

 (2) 発注者は、落札決定後、契約を締結するまでの間に、「様式１」により当該落札者 

    から工期の始期の申出をさせるものとし、申出のあった工期の始期を契約書に記載す 

    るものとする。 

 (3) 前号において、落札者は、契約締結（予定）日の翌日から工期の始期を選定する期 

    限日までの期間における任意の日を工期の始期とすることができるものとする。 

 (4) 契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の 

  上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 

  この場合、受注者が当初の余裕期間を利用することにより生じる経費は、受注者が負 

  担するものとする。 

（フレックス方式の取扱い） 

第１４条 第４条第３号のフレックス方式の取扱いについては、次のとおりとする。 

 (1) 発注者は、全体工期及び完了期限日をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明 



  示するものとする。 

 (2) 発注者は、落札決定後、契約を締結するまでの間に、「様式１」により当該落札者 

    から実工期の申出をさせるものとし、申出のあった実工期を契約書に記載するものと 

    する。 

 (3) 前号において、落札者は、全体工期内における任意の日を実工期とすることができ 

  るものとする。 

 (4) 受注者は、契約締結後において、技能労働者や建設資材等の確保のため工事全体の 

  工程を見直す必要が生じた場合、発注者があらかじめ設定した全体工期の範囲内にお 

  ける工期の変更については、変更理由が記載された書面による工期変更協議により変 

  更を可能とすることとする。この場合、受注者が当初の余裕期間を利用することによ 

  り生じる経費は、受注者が負担するものとする。 

（その他） 

第１５条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議 

 し定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和元年８月２７日から施行する。 

この要領は、令和元年１０月２５日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１４日から施行する。 


